


空き家の状況及び将来推計について

【 佐賀市の空き家状況及び将来予測 】
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佐賀市の状況について
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【 佐賀市の人口・世帯数の推移 】

人口減少ピーク

世帯増加
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佐賀市の状況について

【 佐賀市の高齢者世帯の状況 】
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佐賀市の状況について



佐賀市空き家実態調査について（平成28年度）
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地 区
危険な
し
A

危険あり

小 計 計
危険
度 B

危険
度 C

危険
度 D

旧佐賀市 855 511 49 116 676 1,531

諸富町 37 29 4 8 41 78

大和町 72 34 4 46 84 156

富士町 46 31 17 57 105 151

三瀬村 23 16 8 12 36 59

川副町 83 53 0 14 67 150

東与賀町 32 16 0 6 22 54

久保田町 28 18 4 22 44 72

計 1,176 708 86 281 1,075 2,251

●調査結果
・調査件数 ２，２５１件
うち、危険なし １，１７６件（５２.２％）

危険あり １，０７５件（４７.８％）



空家等対策の基本的取組

１．空家等の調査

２．空家等の適切な管理の促進

３．空家等及び跡地の活用の促進

４．特定空家等に対する措置等及びその他の対処

５．空家等対策の実施体制

６．その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

佐賀市における空家等対策事業について



空き家に関連する法令について

●空き家の増加により生活環境の悪化等が
懸念され、大きな社会問題となっている。

●平成25年7月 佐賀市空き家等の適正管理に関する条例 施行

【是正措置等に関する規定】

・危険な空き家に対して、指導、勧告、命令、行政代執行の実施

・緊急安全措置工事の実施

【支援制度】

・解体費の助成、寄附制度の実施

空き地も対象

●平成30年10月 佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例 施行

(1) 条例の用語表記の変更について ⇒ 特措法に合わせる。
(2) 「長屋」の取扱いについて ⇒ 条例にて規定する。
(3) 「公表」の内容及び時期について ⇒ 特措法に合わせる。

条例の一部改正を行う

次に続く



空き家に関連する法令について

●平成27年5月 空家等対策の推進に関する特別措置法 全面施行

【是正措置等に関する規定】

・危険な空き家に対する、指導、勧告、命令、行政代執行の実施

・固定資産税の住宅用地特例（軽減措置）の除外の規定



佐賀市の空き家対策の対応フローついて
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佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例

【特徴】
①空家、空地、長屋を対象としている。

※法律では、規制の対象外
②緊急安全措置を行うことが出来る。
③解体費助成の制度がある。
④寄付受納等の制度がある。

佐賀市における空き家に関する条例について



緊急安全措置とは

 市長は、空き家等が著しく危険な状態にあり、その状態を放置す
ることにより、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼすお
それがあると認めるときは、法令に違反しない限りにおいて、当該
危険な状態を解消するために必要な最低限度の措置を講じること
ができる。

(佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例 第１１条)

緊急安全措置
実施後

佐賀市における空き家に関する条例について



危険な空き家の除却に関する市の支援制度

●空き家の危険な状態を解消するための支援（条例で規定）

①解体費助成制度
危険な状態を解消するために必要な措置を講じる者に対し、要件を満たした
場合に限り、解体工事に要する経費の一部を予算の範囲内において助成す
る制度。

【概要】
・50万円を上限とし、解体費用の1／2を助成するもの。
・申請者に市税の滞納がないこと。
・市内業者による解体工事を行うこと。
・権利を有するものの同意が得られていること。 他



危険な空き家の除却に関する市の支援制度

●空き家の危険な状態を解消するための支援（条例で規定）

②寄附受納制度
危険な状態にある空き家等の所有者等から、空き家等を寄附する旨の申出が
あった場合には、要件を満たした場合に限り、寄附を受ける制度。

【概要】
・土地と合わせて寄附がなされた場合、市が解体し地域で活用するもの。
・所有権を有する者の全員の同意が得られていること。（相続登記が必要）
・解体後、地域住民の協力が見込まれること。（跡地の活用及び維持管理）
・敷地を合わせて寄附できること。 他



佐賀市からのお願い

●適正管理をされていない空き家にしない・させないために
は…

①良好なご近所付合い
日ごろから、良好なご近所付合いをされていると、
・ご近所さんから空き家所有者へ連絡ができる関係
・空き家所有者からご近所さんへ連絡ができる関係

地域の防犯にもつながる。

②所有財産について
所有されている財産などを把握していますか？
・不動産、預貯金、借入金、生命保険、年金 など

家族･親族に伝える。


